
 

岐阜県意見表明等支援事業業務委託に関する質問及び回答について 

 

（令和８年２月１６日現在） 

 

 

番号 質問事項 質問内容 回答 

1 仕様書 ４履行場所 について 

交通費積算のため、訪問する施設を教

えてください。 

施設名でなく大まかなエリア（岐阜

市、大垣市など）でも結構です。 

訪問先となる施設については、今後の協議および

必要な調整を踏まえて決定します。 

 積算の参考として、県ホームページで公開してい

る児童養護施設等の所在圏域および施設数は以下

のとおりです。 

• 岐阜圏域：3施設 

• 西濃圏域：3施設 

• 中濃圏域：3施設 

• 東濃圏域：2施設 

• 飛騨圏域：1施設   計 12 施設 

 

 ファミリーホーム数は以下のとおりです。 

• 岐阜圏域：3施設 

• 西濃圏域：2施設 

• 中濃圏域：1施設 

• 飛騨圏域：1施設    計 7施設 

 

※上記は、県内を５つの圏域に区分して記載してい

ます。 


